
深浦町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和７年９月３日（水） 午後１時３０分より 

 

２．開催場所  深浦町役場１階「町民文化ホール」 

 

３．出席委員（９名） 

   会長  １４番、西崎 哲彦    

   委員   １番、長尾 俊吾   ５番、工藤 雅夫   ６番、村山 勝彦 

７番、奈良 玲子   ９番、吉田 政志  １０番、上田 茂子 

１２番、前田 正彦  １３番、堀内 竹一 

 

４. 欠席委員（５名） ２番、新岡 一樹  ３番、島 成人  ４番、永谷 玲二    

８番、平澤 忠彦 １１番、角谷 喜春 

 

５．議事録署名者の選任  １番、長尾 俊吾   ５番、工藤 雅夫 

 

６．議案審議 

 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

 

議案第３号 農業者等との意見交換会について 

 

７．農業委員会事務局職員 

     事務局長   秦 賢一 

     次  長   福沢 久弥 

 

８．会議の概要 

事務局次長  皆様お疲れ様でございます。 

       定刻となりましたので、農業委員会総会を開会します。会長より挨拶をお願いし

ます。 

 

西崎会長   本日は、委員の皆様には何かとご多忙中のところ、総会にご出席いただき、誠に

ありがとうございます。 

本日も、皆様からの活発な意見が出されますようお願いしまして、簡単ではあり  

ますが私からの挨拶とします。 

 

事務局次長  ここで、欠席委員の報告をいたします。 

       議席番号２番、新岡一樹委員、議席番号３番、島成人委員、議席番号４番、永谷

玲二委員、議席番号８番、平澤忠彦委員、議席番号１１番、角谷喜春委員について

は、欠席となっております。 



ただ今の出席委員は、１４名中９名で、深浦町農業委員会会議規則第６条の 

      規定による定足数に達しておりますので、総会は成立しております。 

       それでは、同規則第４条の規定により、議長は会長が務める事となっております 

      ので、以降の議事の進行は西崎会長にお願いします。 

 

西崎議長   これより議事に入ります。 

       まず、議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。 

       深浦町農業委員会会議規則第１３条第２項に規定する議事録署名委員ですが、 

      議長から指名する事にご異議ありませんか。 

 

一  同   「異議なしの声」あり 

 

西崎議長   議事録署名委員は「議席番号１番、長尾俊吾委員、５番、工藤雅夫委員」にお願

いいたします。 

       なお、本日の会議書記には、福沢事務局次長を指名します。 

       それでは議案審議に入ります。 

議案第１号「農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について」を  

議題といたします。 

       議案第１号 番号１について事務局より説明を求めます。 

 

事務局次長  （議案第１号 番号１について説明） 

        

西崎議長   事務局の説明に続き、現地確認に参加した吉田委員から補足説明をお願いします。 

 

吉田委員   ８月２８日に現地確認したところ、今の事務局の説明のとおりですのでよろしく

お願いいたします。 

 

西崎議長   これより質疑に入ります。ただ今の件について、何かご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

一  同   「なしの声」あり 

 

西崎議長   ないようですので、質疑を終結いたします。それでは採決いたします。議案第１

号 番号１について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

一  同   「なしの声」あり 

 

西崎議長   ご異議なしと認めます。よって、議案第１号 番号１については、原案のとおり

可決しました。 

 

次に議案第２号「農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見に 

ついて」を議題といたします。 

議案第２号について事務局より説明を求めます。 

 



事務局次長  （議案第２号について説明） 

        

西崎議長   事務局の説明に続き、現地確認に参加した吉田委員から補足説明をお願いします。 

 

吉田委員   先日２８日に現地確認したところ、ただ今の事務局の説明のとおりですのでよろ

しくお願いいたします。 

 

西崎議長   これより質疑に入ります。ただ今の件について、何かご質問はございませんか。 

 

一  同   「なしの声」あり 

 

西崎議長   ないようですので、質疑を終結いたします。それでは採決いたします。議案第２

号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

一  同   「なしの声」あり 

 

西崎議長   ご異議なしと認めます。よって、議案第２号については、原案のとおり可決しま

した。 

       次に議案第３号「農業者等との意見交換会について」を議題といたします。 

       議案第３号について事務局より説明を求めます。 

 

事務局長   議案第３号について説明いたします。 

 議案書３ページをご覧ください。 

  

       「農業者等との意見交換会」については、農業委員会組織が平成 28年度に新体制に

移行してから、農地法第 38条に定める「関係行政機関に対する農業委員会の意見の

提出」として毎年開催してきました。 

       この会議の目的は、農業者・農業委員会が現在直面している課題を踏まえ、具体

的にその内容について設定し、今後の活動をどう強化していくか話し合うというも

のであります。しかし、近年は本会議への認定農業者及び一般農業者の参加者が年々

少なくなり、幅広い「農業者の声」としての意見を集約することが困難な状況が続

いており、そのため本来の意見交換会の開催趣旨とはかけ離れたものになってきて

いることから、今年度「農業者等との意見交換会」は開催しないこととして提案す

るものです。 

なお、この「農業者等との意見交換会」を実施しない場合でも、改正農業委員会   

法に定められている、『農地等の利用の最適化の推進に関して、企画立案し「意見の

提出」として収集することで「農業者の声」とする』とあるため、この内容に倣っ

て今後進めていきたいと考えております。 

以上です。 

 

西崎議長   事務局からの説明のあったとおりですけども、長らく続けてきた意見交換会を質

疑応答だけでは済まされない。これについて一人ずつ発言してもらいたいと思いま

すが良いですか。 

 



一  同   「はい」 

 

西崎議長   それでは、１番長尾委員から 

 

長尾委員   農業者との意見交換をする為の場ですが、農業者自体が集まらないのであれば開

催する必要はないのかなと思いながら、先ほども言ったとおり意見を求める場は必

要かなと思います。 

 

西崎議長   ありがとうございます。それでは工藤委員。 

 

工藤委員   私も平成２８年から農業者として農業委員として意見交換会に出て、個人的には

思い入れがあるのでぜひ続けてほしいとは思うのですが、このような事情であれば

開催しないのは仕方ないと思いますけども、農業者の意見を他に聞ける場があれば

いいなとは思うので、また何かしらの形で開催できればと思います。 

 

西崎議長   こうやればどうかなというのは意見として出しても構わない。 

 

工藤委員   はい。深浦町に若い農業者はいるんですが、こういう場所に顔を出したくない方

が結構います。トマトの講習会をやっても、最近、若い人の集まりが悪くなってき

ています。そういう意味ではこういうのもなかなか厳しくなってきているなと感じ

ていますので、開催しないという意味では私としては受け入れています。 

 

西崎議長   今回の意見交換会を開催しないのはやむを得ないということですね。 

 

工藤委員   はい。 

 

西崎議長   村山さん。 

 

村山委員   私も皆さんが話したとおり、だんだん農業者が少なくなって意見交換会にならな

いような状況になってきたので仕方ないかなと思います。 

 

西崎議長   奈良さん。 

 

奈良委員   私もそのように思います。若い農業者が少なくなっているし、集まって下さいと

いっても皆都合というものがあって、今のところなかなか出来ないのでこれは致し

方ないと思っております。 

 

西崎議長   吉田さん。 

 

吉田委員   最初の頃、農業者の意見交換会に参加した時は結構集まった記憶はあります。 

去年あたり見てみると殆ど参加者がいなくて、農業委員と推進委員が大半。農業者 

は何人しかいない感じで、意見を述べるにしても農業者じゃなくて、ほぼ農業委員

が発言しているから、一旦は止めるのも正解だと思います。 

 



西崎議長   上田さんはどうですか。 

 

上田委員   若い人と交流がないから。トマト作っていると。交流なし。そういうことです。 

 

西崎議長   前田さん。 

 

前田委員   私から別にないです。 

 

西崎議長   堀内さん。 

 

堀内職代   皆さんが言うように意見交換会という場がもう成立していないという状態ですの

で仕方がないと思います。これからは違う会合というか、そういう面で農業者とい

うより各種目にもよる米とか野菜とか色々あると思いますがそれに限ってやったほ

うがいいという考えもあると思います。以上です。 

 

西崎議長   一人一人ありがとうございました。 

       一応、質疑に入りますけども何か質疑ありますか。 

 

一  同   「なしの声」あり 

 

西崎議長   ないようですので、質疑を終結いたします。それでは採決いたします。議案第３

号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

一  同   「なしの声」あり 

 

西崎議長   ご異議なしと認めます。よって、議案第３号については、原案のとおり可決しま

した。 

 

       以上で、本日の議案審議はすべて終了しました。 

 

       最後に、「その他諸般の報告」について事務局から説明があります。 

 

事 務 局   「その他諸般の報告」について説明 

 

事務局長   １０月の総会の開催日等についてですが、事務局案としまして１０月１０日（金）、

午後１３時３０分から文化ホールで行いたいと思いますが皆様よろしいでしょうか。 

 

一  同   「はい」 

 

事務局長   それではこの日程で開催しますのでよろしくお願いします。 

 

事務局長  「その他」について説明 

 

西崎議長   以上を持ちまして「令和７年度第６回（９月）総会」を閉会します。皆様お疲れ



様でした。 

 

閉会 午後 １４時 ００分 

 

 

 

 

           上記のとおり相違ないことを署名する。 
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